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令和６年８月２３日 
 

 

 

 

 

奄美市農業委員会 

 

第８回定例総会議事録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

署名委員 里  義文  

                署名委員 野﨑 清志 

 

 



奄美市農業委員会第８回定例総会議事録 

 

１．招集日時  令和６年８月２３日(金)  午前９時３０分～ 

 

２．招集場所  奄美市役所 ５階大会議室  

 

３．出席委員 

番号 氏  名 番号 氏  名 

 1 濱手  薫 9 岸田 国広 

 2 泉 義昭 10 土浜 良二 

 3 日高 千夏 11  栄   和正 

 4 榮  清安 12 山田 正修 

 5 朝  郁夫 13 田中 幹雄 

   14 柿園 三十昭 

 7 里 義文 15 大瀬 昭信 

 8 野﨑 清志 16 中棚 昭三十 

 

４．欠席委員  １名 

  6番 西 盛満 

 

５．議事に参与した者 

  事務局長兼住用分室長   池  秀 平   事務局次長  勝  裕 美 

  笠利支所主幹兼分室長   中村 幸信   笠利支所主幹 竹山 和幸   

名瀬支所主査 別府真砂海       住用会計任用職員  朝井 光德 

    

６．報告事項 

名瀬地区農地パトロールの報告について   （高山推進員からの報告） 

 

７. 議事日程 

 (1) 会議録署名委員の指名について 

 (2) 会期の決定について 

(3) 議案について 

 

 

 



 

議 案 第 4 5号  農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に つ い て  

議 案 第 4 6号  農 地 法 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に つ い て  

議 案 第 4 7号  非 農 地 の 認 定 に つ い て  

議 案 第 4 8号  奄 美 市 農 用 地 利 用 集 積 計 画 （ 利 用 権 設 定 ） の  

      決 定 に つ い て  

議 案 第 4 9号  奄 美 市 農 用 地 利 用 集 積 計 画 （ 中 間 管 理 機 構 ） の  

合 意 解 約 決 定 に つ い て  

議 案 第 5 0号  奄 美 市 農 用 地 利 用 集 積 計 画 （ 中 間 管 理 機 構 ） の  

決 定 に つ い て  



議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（岸田 会長） 

 

ただいまの出席委員は１５人、欠席者は１人で総会は成立いたしまし 

た。 

これから、令和６年第８回定例総会を開会いたします。 

                     

それでは、議事日程に入ります。 

 

 

≪日程第１≫ 

 

会議録署名委員の指名を行います。 

 本総会の会議録署名委員には、７番  里 委員と８番  野﨑 委員の 

お二人を指名いたします。  

 

 

≪日程第２≫ 

 

会期の決定を議題といたします。 

本日の総会は日程通知のとおり、 議案第４５号から議案第５０号の６ 

件を予定しております。 

 

お諮りいたします。 

 会期は本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 

 

ご異議なしと認めます。 

 よって、本総会の日程は本日１日と決定いたしました。 

 

本日の議案日程はあらかじめお配りしてありますとおりを予定と 

しております。これにご異議ございませんか。 

 

 

ご異議なしと認めます。 

 

それでは直ちに議案等の審議に入りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪日程第３≫ 

 

議案第４５号 農地法第３条の規定による許可申請、№２８～№３０について 

を議題といたします。 

それでは事務局から№２８～３０までについて説明を求めます 

 

 

（池 局長） 

 

議案第４５号の３条許可申請について 

１ページをお開き下さい。 

今月の農地法第３条の許可申請は売買が２件、贈与が１件の申請でござ 

います。 

 

 

２ページをお開き下さい。 

NO.２８は，譲渡人が所有する奄美市笠利町大字万屋字下山田の２筆の申 

請です。 

農地区分は第２種農地の申請であります。 

譲渡人の２筆の農地の面積は４,５９５㎡で売買による申請となります。 

農地取得後は、ジャガイモとサトウキビを栽培する予定であります。 

また、営農計画書も提出されております。 

 

 

続きまして№２９です 

１４ページをお開き下さい。 

NO.２９は，譲渡人が所有する奄美市笠利町大字屋仁字火田の３筆の申請 

です。 

農地区分は第２種であります。 

譲渡人の３筆の農地の面積は１,４１０㎡で贈与による申請となります。 

また、農地取得後は、タンカンを栽培する予定で営農計画書も提出され 

ております。 

 

 

続いて、№３０です。 

２４ページをお開き下さい。 

NO.３０は，令和６年８月２２日に取下届書が提出されております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

１１番 

 

 

 

 

 

 

 

１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り下げ理由といたしましては当初、３筆の売買申請でありましたが、 

内１筆については平成３０年に非農地判断をおこない農業委員会で承認 

された土地でございます。 

事務局から譲受人へ申請内容の確認を行ったところ、この農地について 

譲渡人からこの農地と平場の農地について３筆セットで売買の条件であ 

りましたと言うことで、事務局側としては使用しない農地であれば申請 

の内容とし調査報告ができないことから、その旨を譲受人に説明し来月 

の総会において２筆の申請とこの１筆について所有者からの非農地願い 

申請を提出することで今回の取り下げ届提出となった次第であります  

 

以上２件でございます。 

 

 

（岸田 会長） 

 

続いて№２８～２９について担当調査委員による譲受人、譲渡人、土地 

について順次調査報告お願いいたします。 

 

 

（栄 委員）譲受人の説明 

 

 農地法第３条の規定による許可申請書№２８について調査報告をいたしま 

す。 

 ８月１５日午後１時３０分頃、譲受人、笠利分室竹山氏と私とで現地で話を 

 伺いました。 

 譲受人について報告致します。 

 ジャガイモを栽培する予定です。申請書の通りです。よろしくお願い致しま 

すとの事でした。 

 

 

（濱手 委員）譲渡人の説明 

 

 農地法第３条規定による許可申請書№２８の譲渡人の調査報告を致します。 

 ８月１７日午前１１時３０分頃、平田町の自宅へ伺い話しを聞くことが出来 

ました。 

この書面に記載してある面積、譲渡価格等に間違いはないとのことでした。 

以上、報告致します。 

皆様のご審議の程よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 



１１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠利 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（栄 委員）土地の説明 

 

 １１ページをご覧ください。 

 許可を受けようとする土地は２筆です。太陽ヶ丘の東側にあります。 

 委員の皆様は記憶にあるかと思いますが昨年９月に許可になりましたが改め 

 ての許可申請です。土地は基盤整備された第１種農地です。数年前までは、 

 サトウキビが栽培されていましたが４年程前から売地の看板が立っていま 

す。 

 現在はススキ等が人の背丈以上伸び耕作放棄地の様相で昨年より荒廃が進ん 

だように伺えます。周辺の農地への影響もなく問題ないものと思います。 

農地法３条の調査書、第２項第１号、第２項第４号、第２項第６号につきま 

しては、別紙のとおりでありますので報告致します。 

 

 

（山田 委員）譲受人の説明 

 

農地法第３条規定による№２９についての調査報告を致します。 

 ８月１９日午後４時３０分頃、譲受人にお会いしてお話しを聞くことが出来 

ました。 

 贈与による移転になっています。譲渡人は譲受人の実子になります。 

 譲受人の話しでは譲渡人に記載されている３筆の農地を以前に贈与したが、 

 今後使う予定もないので自分名義で残っているのも嫌だから、父親に贈与し 

ますとの事で今回の申請になっているようです。 

譲受人は年齢が９３歳でこの年で農業ができるのかな？と半信半疑でお会い 

いたしました。元気な９３歳でした。 

 現在も自作地もあり、週に３回は農作業をしているようです。 

 申請書類も揃っています。農業を続けていくのに問題はないかと思います。 

 以上、報告致します。 

 ご審議の程よろしくお願い致します。 

 

 

（竹山 主幹）譲渡人の説明 

 

 農地法第３条の規定による№２９の譲渡人について調査報告致します。 

 ８月１６日金曜日、午前９時２０分頃に譲渡人と電話でお話しを聞くことが 

 できました。 

 土地の所在、及び権利の設定等に係る対価等記載内容に間違いないという事 

 でした。 

 譲渡人自身鹿児島に居住していて奄美に戻る予定もなく、実際この土地の耕 

作者であり父である譲受人に土地を贈与したいとのことでした。 

 

 皆様のご審議の程よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 



８番 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

７番 

 

 

 

 

 

１２番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

（野﨑 委員）土地の説明 

 

 農地法第３条の規定による№２９の土地について調査報告致します。 

 ８月１５日午前９時に笠利事務局の竹山さんと２人で農地を確認しました。 

 ３筆の農地は雑木、雑草がありまして境界線はあまりわかりませんでしたが 

 ミカン、タンカンがたくさん生い茂っておりました。 

 委員の皆様のご審議の程よろしくお願い致します。 

農地法３条の調査書、第２項第１号、第２項第４号、第２項第６号につきま 

しては、別紙のとおりでありますので報告致します。 

 以上です。 

 

 

（岸田 会長） 

 

それでは、質疑に入ります。 

 

質疑はございませんか。 

 

 

（里 委員） 

 

 №２９の譲受人について確認ですが９３歳の高齢者でありますが名瀬 

 から笠利の屋仁の方へ自分で車を運転されているのか？ 

 また、他にもタンカンも栽培されていると聞いておりますが、本当に 

 元気で農業をおこなっているのか確認の意味での質問であります。 

 

 

（山田 委員） 

 

 はい、それも確認いたしました。自分でちゃんとやっていますと言う 

 ことでした。私はついてまわっておりませんが、本人にちゃんと自分 

 で運転していっているの？自分でやっているとのことでした。 

 

 

（岸田 会長） 

 

 他に質疑はありませんか 

質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 

お諮りいたします。 

 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

全員賛成であります。 

 

よって、議案第４５号 農地法第３条の規定による許可申請，№２８～№２９ 

について、審議の結果これを承認することに決定いたしました。 



 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

≪日程第４≫ 

 

議案第４６号 農地法第５条の規定による許可申請、№１５～№１７について 

議題といたします。  

                                                                                                                                                                                                      

それでは事務局から№１５～№１６までの説明を求めます 

 

 

（池 局長） 

 

今回の申請の内訳は名瀬・笠利地区の一時転用が２件、名瀬地区の売買 

が１件の申請です。 

 

３６ページをお開き下さい。 

№１５です。 

申請地は奄美市笠利町大字万屋字前川の１筆で一時転用の申請でござい 

ます。 

農地区分は第２種農地であります。 

申請地につきましては宇宿でマンション建設に伴い建設工事車両の駐車 

場利用としての一時転用の申請でございます。 

４１ページ～４３ページにかけ事業計画書、被害防除計画書、誓約書が 

添付されております。また４４ページにつきましては土地の賃貸者契約 

書も添付されております。 

 

 

４８ページをお開き下さい。 

№１６です。 

申請地は奄美市名瀬大熊町の１筆の申請でございます。 

農地区分は第３種農地で都市計画整備された区域内の農地であります。 

譲渡人の１筆の農地の面積は１７０㎡で売買による申請となります。 

申請内容といたしましては、一般住宅を建設する予定であります。 

 

 

（岸田 会長） 

 

続いて№１５～№１６までについて担当調査委員による譲受人、譲渡 

人、土地について順次調査報告お願いいたします。 

 

 



笠利 

事務局 

 

 

 

 

 

 

笠利 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

１１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３番 

 

 

 

 

 

名瀬 

事務局 

 

（竹山 主幹）譲受人の説明 

 

農地法第５条の規定による№１５について、調査報告を致します。 

８月１６日金曜日午前９時５５分頃に、譲受人にお話を聞くことが出来まし 

た。 

 当該地は、宇宿集落内に建設予定のマンション施工業者の工事用駐車場とし 

 て来年３月までの一時転用としての申請している土地であります。 

 申請内容について確認しましたが、記載内容に間違いないとのことでした。 

 皆様のご審議の程よろしくお願い致します。 

 

 

（竹山 主幹）譲渡人の説明 

 

 農地法第５条の規定による№１５の譲渡人について、調査報告をいたしま 

す。 

 譲渡人は埼玉県に居住しているため８月１６日金曜日午後１時３０分頃譲渡 

 人と電話でお話しを聞くことができました。 

 土地の所在、及び権利の設定等に係る対価等記載内容に間違いないとのこと 

でした。 

 皆様のご審議の程よろしくお願い致します。 

 

 

（栄 委員）土地の説明 

 

 農地法第５条の規定による許可申請書№１５の土地についての調査報告をい 

たします。 

 ８月１５日午後２時頃、笠利分室の竹山氏、私とで現地確認をいたしまし 

た。 

 ３９ページをご覧ください。現在はサトウキビが植えていますが夏植えの種 

 に使うということです。 

 事前着工などもなく問題はないものと思います。 

 ご審議の程よろしくお願い致します。 

 

 

（田中 委員）譲受人の説明 

 

 議案第４６号農地法第５条の規定による許可申請№１６の譲受人について調 

査報告いたします。 

８月２１日午後７時電話で話しを聞くことができました。 

土地の所在等書類の記載内容に間違いないとのことでした。 

以上、報告致します。 

 

 

（勝 次長）譲渡人の説明 

 

 農地法第５条に係る調査報告をいたします。 

 ４８ページ№１６の譲渡人が広島県にお住まいですので８月２２日午後５時 



 

 

 

 

 

 

１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

７番 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 頃電話にて申請内容の確認をいたしました。 

 譲渡人の住所、移転する土地の所在、権利の設定等に係る対価等の記載内容 

 にも間違いないとの事を確認いたしました。 

 委員の皆様のご審議の程よろしくお願い致します。 

 以上でございます。 

 

 

（濱手 委員）土地の説明 

 

 農地法第５条の規定による許可申請№１６の土地についての調査報告を致し 

ます。 

８月１８日午後６時頃現地を確認いたしました。場所は区画の角地にあり２ 

０㎝から３０㎝の雑草が延びておりますが草刈り機で草刈りが簡単にできそ 

うで、すぐにでも工事が始められそうな感じでした。事前着工などもなく、 

問題はないと思います。 

 以上、報告します。 

 皆様方のご審議の程よろしくお願い致します。 

 

 

（岸田 会長） 

 

それでは、№１５～№１６の質疑に入ります。 

 

質疑はございませんか。 

 

 

（里 委員） 

 

 №１５についてマンションをつくるため建設車両の一時的な使用だと 

 申請があがっておりますが令和６年９月から令和７年３月までの使用 

 となっていますが、この後は畑に戻すということなんですかね？ 

 

 

（池 局長） 

 

 この畑については戻すということです。 

 現状に回復するということでした。 

 

 

（岸田 会長） 

 

質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 

お諮りいたします。 

 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全員賛成であります。 

 

よって、議案第４６号 農地法第５条の規定による許可申請，№１５～№１６ 

について審議の結果これを承認することに決定いたしました。 

 

№１７の調査報告の前に私の調査報告があるため、議長を会長代理に進 

行を任せます。 

 

（ 議 長 交 代 ）（榮 会長代理） 

 

 

（榮 会長代理） 

 

№１７につきましては私の方から総会の進行を行いますので御協力の 

程よろしくお願いします。 

 

 

それでは№１７について事務局から№１７の説明を求めます。 

 

 

（池 局長） 

 

５６ページをお開き下さい。 

№１７です。 

申請地は奄美市名瀬大字小湊字汐田の１筆で一時転用の申請でございま 

す。 

この案件につきましては日高委員による農地パトロールにより発覚した 

案件であります。 

農地区分は第１種農地であります。 

申請地につきましては６３ページの事業計画に記載されているとおり令 

和６年度 市道伊津部勝・名瀬勝・小湊線道路改築工事に伴い現場近く 

に土砂を一時仮置きするための一時転用の申請でございます。 

６５ページに始末書、６６ページには誓約書が添付されております。 

 

この案件につきましては追認という形で処理するしかないということで 

委員、推進員の皆様にご理解のほどお願いいたします。 

また、この農地につきましては農振農用地区域内であることから農振担 

当である農林水産課に問い合わせたところ一時転用であれば別段提出書 

類は求めないということでありました。 

 

 



議長 

 

 

 

 

１３番 

 

 

 

 

 

 

 

１２番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９番 

 

 

 

 

 

 

 

 

（榮 会長代理） 

 

続いて№１７について担当調査委員による譲受人、譲渡人、土地につい 

て調査報告お願いいたします。 

 

 

（田中 委員）譲受人の説明 

 

議案第４６号農地法第５条の規定による許可申請№１７の譲受人につい 

て調査報告いたします。 

８月２０日午後２時３０分、先方の事務所で話を聞くことができまし 

た。土地の所在、転用期間等書類の記載内容に間違いないとの事でし 

た。また、申請前に農地を土砂置き場として使用していたため、６５ペ 

ージに始末書が添付されております。 

以上、報告致します。 

 

 

（山田 委員）譲渡人の説明 

 

 農地法第５条の規定による許可申請№１７について調査報告致します。 

 土砂仮置き場への一時転用です。 

 ８月１９日午後４時１５分頃に譲渡人へ電話で確認をいたしましたが 

 入院をしているということで娘婿が電話に出られまして事情も良く分か 

っていますし、母親の携帯も自分が預かっていますとのことでしたので 

お話しいたしました。 

土地の所在、転用計画等も申請書通りで間違いありませんとのことでし 

た。 

 工事終了後は、原状復帰の約束もしていますとのことでした。 

 ６５ページに譲受人の始末書も添付されています。問題ないかと思いま 

す。 

 以上、報告致します。 

 皆様方のご審議の程よろしくお願い致します。 

 

 

（岸田 委員）土地の説明 

 

 農地法第５条の規定による、№１７の土地について調査報告を致しま 

す。 

 ８月２０日午前１０時頃、名瀬地区農地パトロール参加者と現地を確認 

 致しました。 

 ５８ページの案内図をご覧ください。 

 土地は○○学校前の十字路から○○方面に向かい当該申請者が工事をし 

 ている現場の向かい側の農道から１００ｍ程行った所にあります。 

 ５９ページの字図をご覧ください。 

 申請地の土地には既に土砂が置かれておりましたが、元々が耕作放棄地 

 であったので、きちんと原状復帰がさせるのであれば以前より農地とし 

 て使いやすくなると思いますので特に問題ないと思われます。 



 

 

 

議長 

 

 

 

 

１１番 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上です。 

 

 

（榮 会長代理） 

 

それでは№１７に対する質疑に入ります。 

 

質疑はございませんか。 

 

 

（栄 委員） 

 

 ５６ページの申請表題の農地法４・５条申請となっていますがどういう 

 ことなんですか？ 

 

 

（池 局長） 

 

 これにつきましては農地法５条にチェックするのを忘れてしまったと思 

われます。 

 正しくは農地法５条であります。 

 

 

（栄 委員） 

 

 他に質疑はありませんか 

質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 

お諮りいたします。 

 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

全員賛成であります。 

 

よって、議案第４６号 農地法第５条の規定による許可申請，№１７について 

審議の結果これを承認することに決定いたしました。 

 

それでは再度、議長を交代します。ご協力の程、ありがとうございまし 

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 



議長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪日程第５≫ 

 
（岸田 会長） 

 
議案第４７号 非農地の認定について№２１～№２３を議題といたし 

ます。 

 

事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 

 

（池 局長） 

 

議案第４７号 非農地証明願いについて 

 

６８ページをお開き下さい。 

今回の申請の内訳は名瀬地区１件、笠利地区２件の申請です。 

 

６９ページをお開き下さい。 

№２１につきましては奄美市笠利町大字和野字有雲の１筆で１,０００ 

㎡の申請であります。 

申請地は笠利町大字和野集落の旧道沿いに位置しております。 

当該農地については現況において窪地で原野化していることから非農地 

証明願いを提出した次第です。 

 

 

続いて№２２です。 

７４ページをお開き下さい。 

№２２につきましては奄美市名瀬大字知名瀬字新金久の１筆で８４０㎡ 

の申請であります。 

７６ページをご覧ください申請地は集落内にあり空き家があり周りは雑 

木でおおわれていることから非農地証明願いを提出した次第です。 

 

 

№２３です。 

８０ページをお開き下さい。 

№２３につきましては奄美市笠利町大字節田字小泊の１筆で７４㎡の申 

請であります。 

８４ページをご覧ください①②の赤色の線で囲っている部分が今回申請 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

１２番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５番 

 

 

 

 

 

 

 

している土地でございます。 

全体的に窪地になっており、この一帯は湿地であり農業には不向きであ 

ることから今回、非農地証明願いを提出した次第です。 

また、８５ページの書類につきましては〇〇行政書士に依頼はしたもの 

の業務手数料を授受していないことから委任状は添付しておりません。 

 

以上３件でございます。 

 

 

（岸田 会長） 

 

本案に対する担当調査委員による調査報告を求めます。 

 

それぞれ№２１から順次担当調査委員から報告をお願いします。 

 

 

  
（山田 委員）願出人の説明 

 

 非農地証明願い、№２１の土地の調査報告を致します。 

 ８月１７日願出人へ電話を致しましたが留守でしたので要件を留守電に入れ 

ておきました。 

 ８月１９日午前９時頃に電話がかかってきましたので、お話をお聞きいたし 

ました。 

 土地の所在等も間違いなく現況もそのとおりです。 

 又、今後も農業をするつもりも全くありませんとのことでの非農地証明願い 

 です。 

 問題はないかと思います。 

 以上、調査報告いたします。 

 審議の程よろしくお願い致します。 

 

 

（朝 委員）土地の説明 

 

 ８月１６日午前１０時４０分頃、岩元推進員、竹山主幹、私と３人で現地を 

 確認しました。 

 ７１ページをご覧ください。申請地は県道空港線と旧県道の間にあります。 

 ７２ページをご覧ください。東側は旧県道、北側は水路、西、南側は荒廃地 

 となっています。 

 ７３ページの写真をご覧ください。申請地は雑草と雑木が繁殖していまし 

た。 

 今後、農業を行うには困難な土地だと思います。 

 以上、報告致します。 

 

 



名瀬 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名瀬 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

５番 

 

 

 

 

 

 

 

５番 

 

 

 

 

 

 

（勝 次長）願出人の説明 

 

 非農地証明願の願出人に係る調査報告を致します。 

 ７４ページ№２２の願出人が鹿児島市にお住まいで高齢と言うことですので 

 娘さんに８月２０日午後零時５０分頃、電話にて申請内容の確認をいたしま 

した。 

 証明願に記載のとおり、願出人の父が家を建築し５１年前に本土に引き上げ 

られてから、そのままにしてあり、今後畑として使用することはないとのこ 

とです。 

 土地の地番、面積とも間違いないとの事でした。 

 ご審議の程よろしくお願い致します。 

 以上でございます。 

 

 

（勝 次長）土地の説明 

 

 調査員が西委員でありましたが、本日欠席のため代読致します。 

 ８月１６日金曜日、午後１時３０分頃、推進員の山下さん、池局長と私の３ 

人で知名瀬の申請地を見ました。 

 ７６ページから７９ページにありますように知名瀬の県道を海岸の方に１０ 

０ｍ行った所にあります。 

 ７９ページの写真でもわかりますように、申請地には家がありますが廃墟で 

 草や雑木が生えている状態でした。周りは住宅地に囲まれている土地です。 

 以上です。 

 

 

（朝 委員）願出人の説明 

 

 議案第４７号の非農地の認定についての№２３について調査報告を致しま 

す。 

 ８月２０日午後３時頃、申請人と電話で話しを伺いました。 

 申請地は周りの土地より低く下がっており雨水が溜まり作物を植えても根腐 

れし育たなく、草木が生えているとのことでした。 

 機械等の進入路もなく、２０年前から耕作していないとのことでした。 

 申請人は農業経験もなく、今後も耕作する予定はないとの事でした。 

 

 

（朝 委員）土地の説明 

 

 ８月１６日午前１０時３０分頃、竹山主幹、岩元推進員と３人で現地を確認 

 しました。 

 ８２ページと８３ページをご覧ください。申請地は特別養護老人ホームの近 

 くにあり、東、南側の土地は令和６年６月定例会で非農地認定のあった土地 

 です。東側は野菜畑、北側は原野です。８４ページの写真をご覧ください。 

 申請地は他の土地より２ｍ下がっているため雨水が溜まり湿地化し草が繁殖 

していました。 

 今後も農業に困難な土地だと思います。 



 

 

議長 

 

 

 

 

 

４番 

 

 

 

笠利 

事務局 

 

 

 

 

 

 

３番 

 

 

 

 

 

 

事務局 

議長 

 

 

 

 

 

 

 以上、報告致します。 

 

 

（岸田 会長） 

 

これから本案に対する№２１～№２３の質疑に入ります。 

 

 質疑はございませんか 

 

 

（榮 委員） 

 

 スクリーンで出ている土地と申請書で表示されている土地について、う 

まく把握できないので説明をお願いします。 

 

 

（中村 笠利分室長） 

 

 （スクリーンを指さしながらの説明） 

 これについては以前、建築条件で許可した土地で、隣の土地については 

 非農地で申請し許可を得た土地です。更にこの土地は先々月、非農地の 

 許可をえた畑です。で今回この畑でこの一帯は○○ホーム不動産会社で 

 す。件数でいうと４件で非農地が３件、建築条件が１件です。 

 建築条件はまだ終わっておりません。まだ、途中です。 

 補足としては、今回の申請地は農地として使えない土地です。 

 

 

（日高 委員） 

 

 この審議には関係ないですけど今回、この農地は○○行政書士経由で申 

請があがってて、そこ近辺は非農地でなっているということは、色々と 

予想されるのかと思うのですけど。どんどん増えるのですかね？その周

りは？ 

 

 

（池 局長） 

 

 みなさん、おわかりと思いますが○○ホームと○○行政書士はセットで 

 ５条とかしていたのですが以前、建築条件付きで節田、用安と許可して 

おりますが今だ完了しておりません。これにより５条申請については、 

○○ホーム不動産会社の受付受理は停止しております。 

これに対して非農地で申請しています。非農地で申請して地目を変えれ 

ば、そのまま宅地などできると判断していると思います。 

 で、その申請をしているのが○○行政書士となっているという構図で 

すね。 

 

 



１１番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（栄 委員） 

 

個人的な意見ですが、ここの場所は農業には無理な場所だと思います。 

ここは誰がみても農業が出来る場所ではないと思いますが、そういう 

所は許可してもよろしいかと思います。 

また、農業を守ってほしい所は集力していいんじゃないかと思います。 

 

 

（岸田 会長） 

 

質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 

お諮りいたします。 

 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

全員賛成であります。 

 

よって、議案第４７号 非農地の認定について№２１～№２３につい 

て、審議の結果これを承認することに決定いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪日程第６≫ 

 

議案第４８号 奄美市農用地利用集積計画（利用権設定）の決定について 

議題といたします。 

 

それでは、事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 

 

（池 局長） 

 

議案第４８号農用地利用集積計画の決定について 

 

議案第４８号についてご説明いたします。 

８８ページ８９ページの総括表をお開き下さい。 

 

総括表から名瀬地区の４件４筆、契約２０年間で６,０６３㎡、賃貸借 

するものです。許可次第により野菜を栽培する予定です。 

 

内容につきまして，農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を 

満たしていることを報告いたします 

 

 

（岸田 会長） 

 

これから本案に対する質疑に入ります。 質疑はございませんか。 

 

質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 

お諮りいたします。 

 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

全員賛成であります。 

 

よって、議案第４８号について承認することに決定し、その旨を市長に通知 

いたします。 
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≪日程第７≫ 

 

議案第４９号 奄美市農用地利用集積計画（中間管理機構）の合意解約の 

決定について 

 

議案第５０号 奄美市農用地利用集積計画（中間管理機構）の賃貸借契約の 

決定について議題といたします。 

 

それでは、事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 

 

（池 局長） 

 

議案４９号 奄美市農用地利用集積計画（中間管理機構）合意解約 

議案５０号 奄美市農用地利用集積計画（中間管理機構）賃貸借契約 

の決定について 

 

最初に議案４９号奄美市農用地利用集積計画、農地中間管理事業によ 

る合意解約について９２ページ、９３ページの総括表をお開き下さい。 

 

１件目につきましては笠利地区の２件、２,９５８㎡でございます。 

解約理由といたしましては所有者の兄が使用するということにより解約 

となりました。 

それにより、１０月に農地中間にて契約を開始するとのことです。 

 

２件目につきましては本人が今まで佐仁地区で畜産を行っていましが、 

今回、牛舎を和野の農機センター裏に移設したことから草地畑が遠いた 

め解約となった次第であります。 

 

続いて議案５０号奄美市農用地利用集積計画、農地中間管理事業による 

賃貸借契約について９７ページの名瀬地区、９９ページの笠利地区の管 

理表をお開き下さい。 

利用権の契約内容といたしましては名瀬地区が７件で面積は５,３３０ 

㎡でございます。 

 

また、笠利地区につきましても７件で面積は５,５２６㎡でございます。 

その他、作物名などにつきましてはお目通しください。 

以上であります。 



議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（岸田 会長） 

 

これから本案に対する質疑に入ります。 質疑はございませんか。 

 

質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

 

お諮りいたします。 

 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

全員賛成であります。 

 

よって、議案第４９号、議案第５０号 奄美市農用地利用集積計画 

（中間管理機構）の決定について、審議の結果これを承認することに決定 

いたしました。 

 

以上で、本日に用意した議事日程は全て審議を終了いたしました。 

連絡事項等があるようでしたら、協議会へ移します。 
 

以上で、本日に用意した議事日程は全て審議を終了いたしました。 

 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

お疲れ様でした。 

 

 

閉 会 
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